
大飯原発 3 ， 4 号機運転差止諸求事件判決要旨

主文

1 被告は ， 別紙原告目録 1 記載の各原告(大飯原発から 2 5 

0 キロメートノレ圏内に居住守る 1 6 6 名)に対する関係で，

福井県大飯郡おおい町大島 1 字吉見 1 - 1 において ， 大飯発

電所 3 号機及び 4 号機の原子炉を運転しではならない。

2 別紙原告目録 2 記載の各原告(大飯原発から 25 0 キロメ

ートル圏外に居住する 2 3 名)の請求をいずれも棄却する 。

3 訴訟費用は ， 第 2 項の各原告について生じたものを同原告

らの負担とし，その余を被告の負担とする 。

理 l 由

1 はじめに

ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命，身体やその生活基盤に重大

な被害を及ぼす事業に関わる組織には，その被害の大きさ，程度に応じた安全

性と高度の信頼性が求められて然るべきである。 こ のことは ， 当然の社会的要

詣であるとともに ， 生存を基礎とする人格権が公法， 私f去を問わず ， すべての

法分野において ， 最高の価値を持つとされている以上， 本件訴訟においてもよ

って立つべき解釈上の指針である 。

個人の生命，身体，精神及び生活に関する利益は，各人の人格に本質的なも

のであって，その総体が人格権であるということができる 。 人格権は憲法上の

権利で、あり (1 3 条， 2 5 条) ， また人の生命を基礎とするものであるがゆえ

に ， 我が国の法制下においては これを超える価値を他に見出すことはできな

い。 したがって，この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権

の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは，人格権そのものに基づ

いて侵害行為の差止めを請求できる こ とになる 。 人格権は各個人に 由来するも

のであるが ， その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有すると
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き，その差止めの要請が強く働くのは理の当然である 。

2 福島原発事故について

福島原発事故においては， 1 5 万人もの住民が避難生活を余儀なくされ，こ

の避難の過程で少なくとも入院患者等 6 0 名がその命を失っている 。 家族の離

散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めた

ことは想像に難くない。 さらに，原子力委員会委員長が福島第一原発から 2 5 

0 キロメートノレ圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであ

って ， チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでい

る。

年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについ

てはさまざまな見解があり，どの見解に立っかによってあるべき避難区域の広

さも変わってくることになるが，既に 20 年以上にわたりこの問題に直面し続

けてきたウクライナ共和国 ， ベラノレーシ共和国は ， 今なお広範囲にわたって避

難区域を定めている 。 両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え，

住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が固となんら変わりはな

いはずである 。 それにもかかわらず両共和国が上記の対応をとらざるを得な

いという事実は，放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした

上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げ

かけるものである 。 上記 250 キロメートルという数字は緊急時に想定された

数字にしかすぎないが，だからといってこの数字が直ちに過大である と判断す

ることはできないというべきである 。

3 本件原発に求められるべき安全性

( 1 ) 原子力発電所に求められるべき安全性

1 , 2 に摘示したと ころによれば，原子力発電所に求められるべき安全

性，信頼性は極めて高度なものでなければならず，万一の場合にも放射性物

質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。
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原子力発電所は，電気の生産という社会的には重要な機能を営むものでは

あるが，原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法 2

条) .原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済

活動の自由(憲法 2 2 条 1 項)に属するものであって ， 憲法上は人格権の中

核部分よりも劣位に置かれるべきものである 。 しかるところ，大きな自然災

害や戦争以外で，この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招

く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。かような危険

を抽象的にでもはらむ経済活動は，その存在自体が憲法上容認できないとい

うのが極論にすぎるとしても，少なくともかような事態を招く具体的危険性

が万がーでもあれば，その差止めが認められるのは当然である 。 このこと

は，土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら，侵

害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば，侵害者の過失の有無や請求

が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の

事情を問うことなく請求が認められていることと対比じても明らかである。

新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなく

なるから ， 新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確

でない場合には，その技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断する

ことは困難を悔める 。 しかし，技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大

きさが判明している場合には，技術の実施に当たっては危険の性質と被害の

大きさに応じた安全性が求められることになるから，この安全性が保持され

ているかの判断をすればよいだけであり，危険性を一定程度容認しないと社

会の発展が妨げられるのではなし、かといった葛藤が生じる こ とはない。 原子

力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは，福島原発事故

を通じて十分に明らかになったといえる 。 本件訴訟においては，本件原発に

おいて ， かような事態を招く具体的危険性が万がーでもあるのかが判断の対

象とされるべきであり，福島原発事故の後において ， この判断を避けること
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は裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる 。

(2) 原子炉規制法に基づく審査との関係

(1 )の理は，上記のように人格権の我が国の法制における地位や条理等によ

って導かれるものであって，原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り

方，内容によって左右されるものではない。

したがって，改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全

性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとして

も，その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきであるし，新規制基

準の対象となっている事項に関しでも新規制基準への適合性や原子力規制委

員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく， (1) 

の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる 。

4 原子力発電所の特性

原子力発電技術は次のような特性を持つ。 すなわち，原子力発電においては

そこで発出されるエネルギーは纏めて膨大であるため，運転停止後においても

電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず ， その聞に何時間か電源が失

われるだけで事故につながり，いったん発生した事故は時の経過に従って拡大

して行くという性質を持つ。 このことは，他の技術の多くが運転の停止という

単純な操作によって，その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる

原子力発電に内在する本質的な危険である 。

したがって，施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合，速やかに運転を

停止し，運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け，万が一

に異常が発生したときも放射性物質が発電所敷地外部に漏れ出すことのないよ

うにしなければならず，こ の止める，冷やす，閉じ込めるという要請はこの 3

つがそろって初めて原子力発電所の安全性が保たれることとなる 。 仮に，止め

ることに失敗するとわずかな地震による損傷や故障でも破滅的な事故を招く可

能性がある 。 福島原発事故では，止めることには成功したが，冷やすことがで
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きなかったために放射性物質が外部に放出されることになった。 また ， 我が国

においては核燃料は，五重の壁に閉じ込められているという構造によって初め

てその安全性が担保されているとされ，その中でも重要な壁が堅固な構造を持

つ原子炉格納容器であるとされている 。

しかるに，本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構

造において次のような欠陥がある 。

5 冷却機能の維持について

(1) 1 2 6 0 ガルを超える地震について

原子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流

電流によって水を循環させるという基本的なシステムをとっている。 1 2 6 

0 ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し，非常用設備ないし予備

的手段による補完もほぼ不可能となり，メルトダウンに結びっく 。 この規模

の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告にお

いて自認しているところである。

しかるに，我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度

も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象

であるから，その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないので

あって，仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに

頼らざるを得ない。 確かに地震は太古の昔から存在し，繰り返し発生してい

る現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に，正確な記

録は近時のものに限られることからすごると，頼るべき過去のデータは極めて

限られたものにならざるをえない。 したがって，大飯原発には 1 260 ガル

を超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能

である 。 むしろ，①我が固において記録された既往最大の震度は岩手宮城内

陸地震における 4022 ガルであり. 1 260 ガルという数値はこれをはる

かに下回るものであること，②岩手宮城内陵地震は大飯でも発生する可能性
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があるとされる内陵地殻内地震であること，③この地震が起きた東北地方と

大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度 i

において有意的な違いは認められず，若狭地方の既知の活断層に限っても陸

海を問わず多数存在すること，④この既往最大という概念自体が，有史以来

世界最大というものではなく近時の我が国において最大とし、、うものにすぎな

いことからすると. 1 26 0 カソレを超える地震は大飯原発に到来する危険が

ある 。

(2) 700 ガノレを超えるが 1 260 ガルに至らない地震について

ア 被告の主張するイベントツリーについて

被告は. 700 ガルを超える地震が到来した場合の事象を想定し，それ

に応じた対応策があると主張し，これらの事象と対策を記載したイベント

ツリーを策定し，これらに記載された対策を順次とっていけば. 1 260 

ガノレを超える地震が来ない限り，炉心損傷には至らず，大事故に至ること

はないと主張する 。

しかし，これらのイベントツリー記載の対策が真に有効な対策であるた

めには，第 1 に地震や津波のもたらす事故原因につながる事象を余すこと

なくとりあげること，第 2 にこれらの事象に対して技術的に有効な対策を

講じること，第 3 にこれらの技術的に有効な対策を地震や津波の際に実施

できるという 3 つがそろわなければならない。

イ イベントツリー記載の事象について

深刻な事故においては発生した事象が新たな事象を招いたり，事象が重

なって起きたりするものであるから，第 1 の事故原因につながる事象のす

べてを取り上げること自体が極めて困難であるといえる。

ウ イベントツリー記載の対策の実効性について

また，事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置で

あるかどうかはさておくとしても，いったんことが起きれば，事態が深刻

6 ー



であればあるほど，それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれ

らの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。 特

に，次の各事実に照らすとその困難性は一層明らかである。

第 1 に地震はその性質上従業員が少なくなる夜間も昼間と同じ確率で起

こる 。 突発的な危機的状況に直ちに対応できる人員がし、かほどか，あるい

は現場において指揮命令系統の中心となる所長が不在か否かは，実際上

は，大きな意味を持つことは明らかである。

第 2 に上記イベントツリーにおける対応策をとるためにはし、かなる事象

が起きているのかを把握できていることが前提になるが，この把握自体が

極めて困難である 。 福島原発事故の原因について国会事故調査委員会は地

震の解析に力を注ぎ，地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や従業員へ

の聴取調査等を経て津波の到来前に外部電源の他にも地震によって事故と

直結する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの，地震がし、か

なる箇所ほどのような損傷をもたらしそれがし、かなる事象をもたらしたか

の確定には至っていない。一般的には事故が起きれば事故原因の解明，確

定を行いその結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面がある

が，原子力発電技術においてはいったん大事故が起これば，その事故現場

に立ち入ることができないため事故原因を確定できないままになってしま

う可能性が極めて高く，福島原発事故においてもその原因を将来確定でき

るという保証はない。それと同様又はそれ以上に，原子力発電所における

事故の進行中にし、かなる箇所にどのような損傷が起きておりそれがし、かな

る事象をもたらしているのかを把握する ことは困難である 。

第 3 に，仮に~、かなる事象が起きているかを把握できたとしても，地

震により外部電源が断たれると同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処す

べき事柄は極めて多い こ とが想定できるのに対し，全交流電源喪失から炉

心損傷開始までの時聞は 5 時間余であり，炉心損傷の開始からメルトダウ
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ンの開始に至るまでの時間も 2 時間もないなど残された時聞は限られてい

る 。

第 4 にとるべきとされる手段のうちいくつかはその性質上，緊急時にや

むを得ずとる手段であって普段からの訓練や試運転にはなじまない。運転

停止中の原子炉の冷却は外部電源が担い，非常事態に備えて水冷式非常用

ディーゼル発電機のほか空冷式非常用発電装置，電源車が備えられている

とされるが，たとえば空冷式非常用発電装置だけで実際に原子炉を冷却で

きるかどうかをテストするというようなことは危険すぎてできょうはずが

ない。

第 5 にとるべきとされる防御手段に係るシステム 自体が地震によって破

損されることも予想できる 。 大飯原発の何百メートルにも及ぶ非常用取水

路加一部でも 700 ガルを超える地震によって破損されれば，非常用取水

路にその機能を依存しているすべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が

稼動できなくなることが想定できるといえる。また，埋戻土部分において

地震によって段差ができ，最終の冷却手段ともいうべき電源車を動かすこ

とが不可能又は著しく困難となることも想定できる。上記に摘示したこと

を一例として地震によって複数の設備が同時にあるいは相前後して使えな

くなったり故障したりすることは機械というものの性質上当然考えられる

ことであって，防御のための設備が複数備えられていることは地震の際の

安全性を大きく高めるものではないといえる。

第 6 に実際に放射性物質が一部でも漏れればその場所には近寄ることさ

えできなくなる 。

第 7 に，大飯原発に通ずる道路は限られており施設外部からの支援も期

待できない。

エ 基準地震動の信頼性について

被告は，大飯原発の周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等を
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勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が 700 であ

り，そもそも， 700 ガノレを超える地震が到来することはまず考えられな

いと主張する 。 しかし，この理論上の数値計算の正当性，正確性について

論じるより ， 現に ， 全国で 2 0 箇所にも満たない原発のうち 4 つの原発に

5 回にわたり想定した地震動を超える地震が平成 1 7 年以後 1 0 年足らず

の間に到来しているという事実を重視すべきは当然である 。 地震の想定に

関しこのような誤りが重ねられてしまった理由については， 今後学術的に

解決すべきものであって，当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄

である 。 これらの事例はいずれも地震と い う自然の前における人間の能力

の限界を示すものというしかない。 本件原発の地震想定が基本的には上記

4 つの原発におけるのと同様 ， 過去における地震の記録と周辺の活断層の

調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず， 被告の本件原発の

地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。

オ安全余裕について

被告は本件 5 例の地震によって原発の安全上重要な施設に損傷が生じな

かったことを前提に，原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり，た

とえ基準地震動を超える地震が到来しても直ちに安全上重要な施設の損傷

の危険性が生じる こ とはないと主張してい る 。

弁論の全趣旨によると，一般的に設備の設計に当たって，様々な構造物

の材質のばらつき ， 溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから ， 求

められるべき基準をぎりぎり満たすのではなく 同基準値の何倍かの余裕を

持たせた設計がなされる こ とが認められる 。 このように設計した場合で

も，基準を超えれば設備の安全は確保できない。 この基準を超える負荷が

かかっても設備が損傷しない こ とも当然あるが ， それは単に上記の不確定

要素が比較的安定していた こ とを意味するに7すぎないのであって ， 安全が

確保されていたからではない。
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したがって，たとえ，過去において ， 原発施設が基準地震動を超える地

震に耐え られたという事実が認められたとしても ， 同事実は，今後 ， 基準

地震動を超える地震が大飯原発に到来しでも施設が損傷しないということ

をなん ら根拠づけるものではない。

(3) 700 ガルに至らない地震について

ア 施設損壊の危険

本件原発においては基準地震動である 70 0 ガルを下回る地震によって

外部電源が断たれ ， かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれが

あると認められる 。

イ 施設損壊の影響

外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第 1 の砦であり ， 外

部電源が断たれれば非常用デイーゼ‘ル発電機に頼らざるを得なくなるので

あり ， その名が示すとおりこれが非常事態であることは明らかて、ある 。 福

島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の

津波による被害が事故に直結する こ とはなかったと考えられる 。 主給水は

冷却機能維持のための命綱であり，これが断たれた場合にはその名が示す

とおり補助的な手段にすぎない補助給水設備に頼らざるを得ない。 前記の

とおり ， 原子炉の冷却機能は電気によって水を循環させることによって維

持されるのであって ， 電気と水のいずれかが一定時間断たれれば大事故に

なるのは必至である 。 原子炉の緊急停止の際，こ の冷却機能の主たる役割

を担うべき外部電源と主給水の双方がともに 700 ガルを下回る地震によ

っても同時に失われるおそれがある 。 そ して，その場合には( 2 )で摘示した

ように実際にはとるのが困難であろう限られた手段が効を奏さない限り大

事故となる 。

ウ 補助給水設備の限界

このことを， 上記の補助給水設備についてみると次の点が指摘できる 。
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緊急停止後において非常用ディーゼル発電機が正常に機能し，補助給水設

備による蒸気発生器への給水が行われたとしても，①主蒸気逃がし弁によ

る熱放出，②充てん系によるほう酸の添加，③余熱除去系による冷却のう

ち，いずれか一つに失敗しただけで ， 補助給水設備による蒸気発生器への

給水ができないのと同様の事態に進展することが認められるのであって，

補助給水設備の実効性は補助的手段にすぎないことに伴う不安定なものと

いわざるを得ない。 また，上記事態の回避措置として，イベントツリーも

用意されてはいるが，各手順のいずれか一つに失敗しただけでも，加速度

的に深刻な事態に進展し，未経験の手作業による手順が増えていき，不確

実性も増していく 。 事態の把握の困難性や時間的な制約のなかでその実現

に困難が伴うことは(2 )において摘示したとおりである 。

エ 被告の主張について

被告は，主給水ポンプは安全上重要な設備ではないから基準地震動に対

する耐震安全性の確認は行われていないと主張するが，主給水ポンプの役

割は主給水の供給にあり，主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉

の本来の姿であって，そのことは被告も認めているところである 。 安全確

保の上で不可欠な役割を第 1 次的に担う設備はこれを安全上重要な設備で

あるとして，それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念である

と考えられる 。 このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは理

解に苦しむ主張であるといわざるを得ない。

(4) 小指

日本列島は太平洋プレートダオホーツクプレート，ユ←ラシアプレート及

びフィリピンプレートの 4 つのプレートの境目に位置しており ， 全世界の地

震の 1 筈IJが狭い我が国の国土で発生する 。

この地震大国日本において，基準地震動を超える地震が大飯原発に到来し

ないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上 ， 基準地震動に満
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たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというので

あれば， そこでの危険は，万が一の危険という領域をはるかに超える現実的

で切迫した危険と評価できる 。 このような施設のあり方は原子力発電所が有

する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。

6 閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)

(1) 使用済み核燃料の現在の保管状況

原子力発電所は，いったん内部で事故があったとしても放射性物質が原子

力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから，その構

造は堅固なものでなければならない。

そのため，本件原発においても核燃料部分は堅固な構造をもっ原子炉格納

容器の中に存する 。 他方，使用済み核燃料は本件原発においては原子炉格納

容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる氷槽内に置かれてお

り ， その本数は 1 000 本を超えるが，使用済み核燃料プールから放射性物

質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原

子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。

(2) 使用済み核燃料の危険性

福島原発事故においては 4 号機の使用済み核燃料プールに納められた使

用済み核燃料が危機的状況に陥り，この危険性ゆえに前記の避難計画が検討

された。 原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち，最も重大な被害を

及ぼすと想定されたのは使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり ，他

の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると，強制移転を求めるべ

き地域が 1 7 0 キロメートル以遠にも生じる可能性や，住民が移転を希望す

る場合にこれを認めるべき地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部を含む 2

50 キロメートル以遠にも発生する可能性があり ， これらの範囲は自然に任

せておくならば，数十年は続くとされた。

(3) 被告の主張について

つ
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被告は，使用済み核燃料は通常 4 0 度以下に保たれた水により冠水状態で

貯蔵されているので冠水状態を保てばよいだけであるから堅固な施設で囲い

込む必要はないとするが ， 以下のとおり失当 である 。

ア 冷却水喪失事故について

使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば被告のい う冠

水状態が保てなくなるのであり，その場合の危険性は原子炉格納容器の一

次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはない。

福島原発事故において原子炉格納容器のような堅固な施設に固まれてい

なかったにもかかわらず 4 号機の使用済み核燃料プールが建屋内の水素爆

発に耐えて破断等による冷却水喪失に至らなかったこと ， あるいは瓦磯が

なだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかっ

たことは誠に幸運と言うしかない。 使用済み核燃料も原子炉格納容器の中

の炉心部分と同様に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防

御を固められてこそ初めて万全の措置をとられているということができ

る 。

イ 電源喪失事故について

本件使用済み核燃料プーノレにおいては全交流電源喪失から 3 日を経ずし

て冠水状態が維持できなくなる 。 我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼ

すにもかかわらず ， 全交流電源喪失から 3 日 を経ずして危機的状態に陥い

る 。 そのようなものが，堅固な設備によって閉じ込められていないままい

わばむき出しに近い状態になっているのである 。

(4) 小括

使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであ

るところ，使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるため

には膨大な費用を要するということに加え ， 国民の安全が何よりも優先され

るべきであるとの見識に立つのではなく ， 深刻な事故はめったに起きないだ
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ろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得な

。

、し

7 本件原発の現在の安全性

以上にみたように ， 国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から

守るという観点からみると，本件原発に係る安全技術及び設備は，万全ではな

いのではないかという疑いが残るというにとどまらず，むしろ，確たる根拠の

ない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざる

を得ない。

8 原告らのその余の主張について

原告らは，地震が起きた場合 lニおいて止めるという機能においても本件原発

には欠陥があると主張する等さまざまな要因による危険性を主張している。し

かし，これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので， その判断の必要

はないし，環境権に基づく請求も選択的なものであるから同請求の可否につい

ても判断する必要はない。

原告らは， 上記各諸点に加え ， 高レベル核廃棄物の処分先が決まっておら

ず，同廃棄物の危険性が極めて高い上，その危険性が消えるまでに数万年もの

年月を要することからすると， こ の処分の問題が将来の世代に重いつけを負お

せることを差止めの理由としている 。 幾世代にもわたる後の人々に対する我々

世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について，現在の国民の法

的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に， こ の問題を判断する資格が与え

られているかについては疑問があるが 7 に説示したと こ ろによると こ の判断

の必要もないこととなる 。

9 被告のその余の主張について

他方，被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性，コストの低減につながる

と主張するが，当裁判所は，極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電

気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり ， その議論
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の当否を判断すること自体，法的には許されない こ とであると考えている 。 ャ

のコス トの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが，たとえ本件原発

の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても，これを国富の流出や喪失

というべきではなく，豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活している こ

とが国富であり ， これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である

と当裁判所は考えている 。

また，被告は ， 原子力発電所の稼動が C0 2 排出削減に資するもので環境面

で優れている旨主張するが，原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合

の環境汚染はすさまじいものであって ， 福島原発事故は我が国始まって以来最

大の公害，環境汚染であることに照らすと ， 環境問題を原子力発電所の運転継

続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。

10 結論

以上の次第であり，原告らのうち，大飯原発から 250 キロメートル圏内に

居住する者(別紙原告目録 1 記載の各原告)は，本件原発の運転によって直接

的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから ， これらの

原告らの請求を認容すべきである 。

福井地方裁判所民事第 2 部

裁判長裁判官 樋 口
十

央 明

裁判官 石 回 明 彦

裁判官
~ 

弓二 由 子
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